
船橋市商工業戦略プラン後期戦略（素案）への意見を募集します 

 

趣旨・目的 

 「船橋市商工業戦略プラン」（以下、「戦略プラン」）は、平成 28年度から令和 7年度

までの 10 年間を計画期間として、本市の商工業の持続的な発展に向けた方向性及び成

長戦略を示すことを目的に、平成 27年 12月に策定されました。 

 戦略プランは、社会経済情勢の変化や施策・事業の進行状況を踏まえつつ、市の次期

総合計画（第 3次船橋市総合計画）とも整合を図りながら、計画期間の半分を終える時

点で見直しを行い、後期戦略として位置付けることとなっています。 

 これを背景として、「船橋市商工業戦略プラン後期戦略（素案）」を作成しましたので、

皆さまからのご意見を募集するものです。 

 

政策案等の名称 

 船橋市商工業戦略プラン後期戦略（素案） 

 

意見の提出方法 

 次の 6点をご記入の上、郵送、ファックス、電子メール、オンライン、直接持参にて、

裏面の提出先までご提出ください。 

 

① 住所 

② 氏名（法人・団体にあっては、名称及び代表者氏名） 

③ 電話番号又はメールアドレス 

④ 市外の方は「市内に通勤・通学している」、「この案に関し利害関係を有する（市内

で事業所営む方など）」、どちらか当てはまるものを記入してください。 

⑤ 意見する部分の資料該当ページ 

⑥ 意見の内容 

 

【注意事項】 

 様式「船橋市商工業戦略プラン後期戦略（素案）への意見提出書」を用意しており

ますが、上記事項をご記入いただければ、この様式以外でも提出可能です。 

 ご記入いただいた住所・氏名・電話番号等の個人情報は、意見の内容に不明な点が

あった場合の連絡・確認など、意見募集の目的以外には使用しません。また、意見

募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外（住所・氏名・電話番号等）は公表い

たしません。 

 匿名や電話での受付はしておりませんので、ご了承ください。 

  



資料の閲覧方法 

 資料は、船橋市役所商工振興課（本庁舎 4 階）、行政資料室（同 11 階）、船橋駅前総

合窓口センター（フェイスビル 5 階）、各出張所・連絡所、各公民館、各図書館に配架

しているほか、市ホームページにおいても閲覧することができます。 

 

意見を提出できる方 

 市内に住所を有する方 

 市内に通勤または通学されている方 

 この案に関し利害関係を有する方（市内で事業を営む方など） 

 

意見の募集期間 

 令和 3年 12月 15日（水）～令和 4年 1月 14日（金）必着 

 

留意事項 

 提出いただいたご意見の概要を、内容ごとに整理・分類した上で、ご意見に対する

市の考え方とともに後日ホームページ上で公表いたします。 

 この手続きは、案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものでは

ありません。 

 個々のご意見に対して、直接・個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 

 

提出先・お問い合わせ先 

 船橋市 経済部 商工振興課 商工業戦略プラン担当（船橋市役所本庁舎 4階） 

 〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 

 電話番号：047-436-2472 FAX：047-436-2466 

 Email：shokoshinko@city.funabashi.lg.jp 

 URL：https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/001/p098567.html 

 

 

ホームページから資料を 

閲覧・ダウンロードしたい方・ 

オンラインで意見を提出したい方 
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